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月
整
理
番
号

請　 求
年月日

決　 定
年月日

公文書の件名
総
枚
数

開
示

一
部
開
示

不
開
示

不
存
在

存
否
応
答
拒
否

1
号

2
号

3
号

4
号

5
号

6
号

7
号

8
号

9
号

不開示理由等 所管局部課等

1 R5. 4. 18 R5. 5. 1
（ 請求内容）
医療法人社団○○の敷地内に存在する 焼却炉に係る ダイ オキシン類対
策特別措置法の特定施設に係る 届出の書類。

1
八王子市内の事業所のダイ オキシン類対策特別措置法の所管は
八王子市であり 、 東京都は当該公文書を作成及び取得し ていな
いため存在し ない。

環境局 多摩環境事務所 環境
改善課

2 R5. 4. 21 R5. 5. 2

（ 請求内容）
土壌汚染対策法に基づく 届出書類一式
（ 設置、 変更、 承継、 廃止）
所在地： ○○
事業所： ○○株式会社○○
※添付書類含む。

1
開示請求者が開示を求める 土地に関する 申請書は、 取得し てお
ら ず、 存在し ない。

環境局 環境改善部 化学物質
対策課

3 R5. 3. 8 R5. 5. 2

・ 令和3年6月11日付　 3環多改第128号「 令和3年度の地下水概況調査及
び地下水に係る ダイ オキシン類の調査地点の推薦について（ 依頼） 」
起案文書及び別添　 市町村ブロ ッ ク 図④
・ 令和3年6月11日付　 3環多改第128号「 令和3年度の地下水概況調査及
び地下水に係る ダイ オキシン類の調査地点の推薦について（ 依頼） 」
施行文書
・ 令和4年5月11日付　 4環多改第106号「 令和4年度の地下水概況調査及
び地下水に係る ダイ オキシン類の調査地点の推薦について（ 依頼） 」
起案文書及び別添　 市町村ブロ ッ ク 図①
・ 令和4年5月11日付　 4環多改第106号「 令和4年度の地下水概況調査及
び地下水に係る ダイ オキシン類の調査地点の推薦について（ 依頼） 」
施行文書

173 1
環境局 多摩環境事務所 環境
改善課

決定区分 （ 根拠規定） 条例７ 条



5 R5. 3. 8 R5. 5. 2

・ 地下水質調査委託仕様書（ 令和2年度～令和４ 年度） 起案文書
・ 局内説明資料（ 令和２ 年度における 地下水中のPFOS及びPFOAの調査
結果について）
・ 局内説明資料（ 有機フッ 素化合物( Ｐ Ｆ ＯＳ 等) の令和３ 年度 地下水
測定結果と 公表について）
・ 市課長会説明資料（ 令和５ 年２ 月９ 日）
・ 区課長会説明資料（ 令和５ 年２ 月１ ３ 日）
・ 東京都環境科学研究所研究等及び管理運営等業務委託（ 平成26年度
分～平成28年度分） における 『 有害化学物質の分析法・ 環境実態の解
明に関する 研究』 の部分（ 3件） 、
・ 地下水有機フッ 素化合物濃度一覧（ 平成22年度～平成24年度、 平成
27年度～平成30年度）
・ 東京都環境科学研究所研究等及び管理運営等業務委託（ 平成30年度
分～平成31年度分） における 『 有害化学物質の分析法・ 環境実態の解
明に関する 研究』 の部分（ 2件）

118 1
環境局 環境改善部 化学物質
対策課

4 R5. 3. 8 R5. 5. 2

・ 令和3年6月11日付　 3環多改第128号「 令和3年度の地下水概況調査及
び地下水に係る ダイ オキシン類の調査地点の推薦について（ 依頼） 」
に対する 回答等
【 地下水】 令和3年度概況調査等地点　 回答様式　 他
・ 令和3年8月16日付　 3環多改第211号「 令和3年度地下水概況調査対象
井戸の所有者等への調査協力について（ 依頼） 」 起案文書
・ 令和3年9月17日付　 3環多改第211号-2「 令和3年度地下水概況調査対
象井戸の所有者等への調査協力について（ 多摩市） 」 起案文書
・ 令和3年8月30日付　 3環多改第227号「 令和3年度地下水概況調査対象
井戸の変更及び井戸所有者への協力依頼等について（ 檜原村） 」 起案
文書
・ 令和3年8月16日付　 3環多改第211号「 令和3年度地下水概況調査対象
井戸の所有者等への調査協力について（ 依頼） 」 施行文書
・ 令和3年9月17日付　 3環多改第211号-2「 令和3年度地下水概況調査対
象井戸の所有者等への調査協力について（ 多摩市） 」 施行文書
・ 令和3年8月30日付　 3環多改第227号「 令和3年度地下水概況調査対象
井戸の変更及び井戸所有者への協力依頼等について（ 檜原村） 」 施行
文書
・ 令和4年3月3日付　 3環多改第463号「 令和3年度地下水概況調査の通
知について」 起案文書
・ 令和4年3月3日付　 3環多改第463号「 令和3年度地下水概況調査の通
知について」 施行文書
・ 令和4年5月11日付　 4環多改第106号「 令和4年度の地下水概況調査及
び地下水に係る ダイ オキシン類の調査地点の推薦について（ 依頼） 」
に対する 回答等
令和4年度地下水概況調査地点　 推薦様式　 他
・ 令和4年8月12日付　 4環多改第248号「 令和4年度地下水概況調査対象
井戸の所有者等への調査協力について（ 依頼） 」 起案文書
・ 令和4年8月12日付　 4環多改第248号「 令和4年度地下水概況調査対象
井戸の所有者等への調査協力について（ 依頼） 」 施行文書
・ 令和3年6月11日付　 3環多改第128号「 令和3年度の地下水概況調査及
び地下水に係る ダイ オキシン類の調査地点の推薦について（ 依頼） 」
起案別添　 過去の市町村調査地点
・ 令和4年5月11日付　 4環多改第106号「 令和4年度の地下水概況調査及
び地下水に係る ダイ オキシン類の調査地点の推薦について（ 依頼） 」
起案別添　 過去の市町村調査地点

400 1 1 1 別紙１ のと おり
環境局 多摩環境事務所
環境改善課

1



6 R5. 3. 8 R5. 5. 2

・ 調査結果通知関係文書（ 令和２ 年度～令和３ 年度)   起案文書
・ 調査会社調査結果報告書（ 令和2年度～令和３ ※平成27から 28の包括
委託仕様書）
・ 局内説明資料（ 環境省における PFOS及びPFOAの全国調査結果の公表
について）
・ 今後の方針関係資料（ 地下水測定計画（ 令和３ 年度~令和４ 年度） ）
起案文書
・ 平成27年度～平成28年度調査における 井戸所有者への協力依頼及び
結果通知
・ 継続調査の実施依頼に関わる 記録（ 平成28年度）
・ 平成30年度有機フッ 素化合物継続調査結果事務連絡、 平成31年度研
究調査結果報告書
・ 委託事業者と のメ ール（ 令和4年度）

852 1 1 1 1 別紙２ のと おり
環境局 環境改善部 化学物質
対策課

7 R5. 3. 8 R5. 5. 2
東京都環境局が令和４ 年度に行った、 東京都内地下水調査結果の詳細
データ

1 1

当該データ は公表前の調査結果算出に用いたも の、 又は現在も
集計中のも のであり 、 公にする こ と で調査に協力し ても ら った
個人、 法人、 行政機関と の信頼関係を損なう おそれがある ほ
か、 未確定、 未成熟な情報があたかも 確定し た情報である かの
よ う な誤解と 混乱を招き 、 今後都が行う 地下水の汚染調査事務
の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある ため、 条例７ 条６ 号
に該当する 。

環境局 環境改善部 化学物質
対策課

8 R5. 4. 21 R5. 5. 2
○○株式会社 積替え保管施設 事前計画書
（ 令和３ 年５ 月２ ６ 日受付）

88 1
環境局 多摩環境事務所 廃棄
物対策課

9 R5. 4. 3 R5. 5. 16
・ 令和５ 年３ 月２ 日　 羽村駅現地調査写真（ ５ 枚）
・ 令和５ 年３ 月６ 日　 羽村駅現地調査写真のう ち、 個人の住所、 氏名
及び生年月日が写っていないも の（ １ ３ 枚）

18 1
環境局 多摩環境事務所 自然
環境課

10 R5. 4. 3 R5. 5. 16

・ 羽村駅ド バト 捕獲対応記録（ 令和５ 年３ 月３ 日付）
・ 羽村駅ド バト 捕獲現地調査記録（ 令和５ 年３ 月６ 日付）
・ 令和５ 年３ 月６ 日　 羽村駅現地調査写真のう ち、 個人の住所、 氏
名、 生年月日が写っている も の（ ７ 枚）

12 1 1 1

・ 市役所の職員、 法人の従業員及びその他の個人の氏名並びに
４ （ ２ ） 相手方欄並びに法人の従業員の電話番号
・ 不開示と し た職員の印影及び１ （ ２ ） イ 事業者側欄の法人の
従業員氏名
・ 法人の従業員の住所、 氏名及び生年月日（ 撮影対象物につい
ては開示請求日時点で設置さ れておら ず公にさ れてない。 ）
については特定の個人を識別でき る 情報である ため、 条例７ 条
２ 号に該当する 。

１ （ ５ ） の不開示と し た部分については鳥獣捕獲許可における
検査業務に関する 情報であり 、 公にする こ と によ り 、 同事務の
適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある ため、 条例第７ 条６ 号
に該当する 。

環境局 多摩環境事務所 自然
環境課

11 R5. 5. 2 R5. 5. 11 令和５ 年度定期購読図書類の年間登録一覧表（ 環境局） 1 1 環境局 総務部 総務課

12 R5. 3. 28 R5. 5. 25

・ 東京都立奥多摩湖畔公園山のふる さ と 村の管理に関する 基本協定書
・ 東京都立多幸湾公園の管理に関する 基本協定書
・ 東京都奥多摩都民の森の管理に関する 基本協定書
・ 東京都檜原都民の森の管理に関する 基本協定書
・ 環境局指定管理者募集要項・ 東京都立大神山公園及び東京都小笠原
ビジタ ーセンタ ー指定管理者募集要項
・ 環境局指定管理者特命選定要綱

21 1 環境局 自然環境部 緑環境課

13 R5. 3. 28 R5. 5. 25

・ 東京都立小峰公園の管理に関する 基本協定書
・ 東京都奥多摩ビジタ ーセンタ ーの管理に関する 基本協定書
・ 東京都御岳ビジタ ーセンタ ーの管理に関する 基本協定書
・ 東京都御岳イ ンフォ メ ーショ ンセンタ ーの管理に関する 基本協定書
・ 東京都高尾ビジタ ーセンタ ーの管理に関する 基本協定書
・ 東京都小笠原ビジタ ーセンタ ーの管理に関する 基本協定書

18 1 1
事業者の印影については、 公にする こ と によ り 、 印影の偽造を
容易にし 、 犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがある こ と から 情
報公開条例第７ 条４ 号に該当する 。

環境局 自然環境部 緑環境課

14 R5. 5. 15 R5. 5. 29
水質汚濁防止法に基づく 有害物質使用特定施設使用届出書（ 24環自水
届第147号）

16 1 環境局 自然環境部 水環境課

15 R5. 5. 18 R5. 5. 30 液化石油ガス 法に基づく 液化石油ガス 販売事業廃止届一覧 4 1
環境局 環境改善部 環境保安
課



開示し ない部分（ 非開示情報） 非開示条項 非 開 示 理 由

条例７ 条６ 号

　 採水の調査依頼を行う 際には、 井戸所有者名及び井戸の所
在地を公表し ないこ と を条件にし て協力を得ており 、 実際に
各調査対象井戸の有機フ ッ 素化合物等の濃度は、 井戸の具体
的な位置が特定さ れない形で公表さ れている 。 こ のため、 こ
れら 井戸の所在地に係る 情報を公にし た場合、 風評被害や地
価の下落等が生じ 、 井戸所有者（ 個人、 法人又は行政機関）
の利益を不当に損ねる おそれがある 。 その結果、 今後東京都
が行う 類似の調査においても 協力を得ら れなく なり 、 地下水
の汚染調査事務の適正な遂行に支障を 及ぼすおそれがある た
め。

条例７ 条２ 号、
３ 号、 ６ 号

　 井戸所有者が個人である 場合は、 特定の個人を 識別でき る
情報である ため７ 条２ 号に該当する 。 ま た、 法人所有である
場合は、 公にする こ と によ り 、 公表さ れている 有害物質の調
査結果と 合わせる こ と で、 当該法人の事業運営上の地位その
他社会的な地位が損なわれる と 認めれる ため７ 条３ 号に該当
する 。 さ ら に、 行政機関（ 関係区市町村） の所有である 場
合、 公表さ れている 有害物質の調査結果と 合わせる こ と で、
井戸の所在する 行政施設の管理運営に際し 、 地域住民等から
無用の混乱や憶測を招き 、 当該施設の管理運営の適正な遂行
に支障を及ぼすおそれがある ため７ 条６ 号に該当する 。

2
井戸の深さ ・ 種類に関する 情報、 井戸の用途、 掘
削時期、 設置年など に関する 情報

条例７ 条６ 号

　 公にし た場合、 既に開示さ れている 井戸の住所のブロ ッ ク
名称や、 公表さ れている 井戸の情報等と 照合する こ と で、 井
戸の所在地及び井戸の所有者を相当程度特定する こ と が可能
であり 、 その結果、 調査対象井戸の所有者が今後東京都の行
う 類似の調査に対する 協力を躊躇する こ と と なり 、 地下水の
汚染調査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある た
め。

3
井戸の所有者を除く 非開示と し た個人（ 行政機関
（ 関係市町村） の職員、 法人の従業員等） の氏名
及びメ ールアド レ ス

条例７ 条２ 号
　 個人に関する 情報で特定の個人を識別する こ と ができ る た
め。

4 東京都職員等のメ ールアド レ ス 条例７ 条６ 号
　 公にする こ と によ り 、 本来の業務目的以外のメ ールが送付
さ れ、 事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある 。

5
地下水調査地点「 その他参考事項」 欄の非開示と
し た部分

条例７ 条６ 号
　 井戸の所有者から 聴取し た内容であり 、 公にする こ と で今
後の地下水の汚染調査事務の適正な遂行に支障を 及ぼすおそ
れがある ため。

一部開示決定通知書（ 開示請求４ ） 　 別紙１

1

井戸の所在地（ 町名番地） 及び郵便番号並びに井
戸の所有者の氏名（ 名称） 、 住所、 電話番号及び
属性情報（ 個人、 法人、 行政機関の別など に関す
る 情報） 。
ま た、 水質調査依頼文書等の宛先、 発送手段及び
公印省略の有無、 及び、 地下水調査地点「 その他
参考事項」 欄の非開示と し た部分



開示し ない部分（ 非開示情報） 非開示条項 非 開 示 理 由

条例７ 条６ 号

　 採水の調査依頼を行う 際には、 井戸所有者名及び井戸の所
在地を公表し ないこ と を条件にし て協力を得ており 、 実際に
各調査対象井戸の有機フ ッ 素化合物等の濃度は、 井戸の具体
的な位置が特定さ れない形で公表さ れている 。 こ のため、 こ
れら 井戸の所在地に係る 情報を公にし た場合、 風評被害や地
価の下落等が生じ 、 井戸所有者（ 個人、 法人又は行政機関）
の利益を不当に損ねる おそれがある 。 その結果、 今後東京都
が行う 類似の調査においても 協力を得ら れなく なり 、 地下水
の汚染調査事務の適正な遂行に支障を 及ぼすおそれがある た
め。

条例７ 条２ 号、
３ 号、 ６ 号

　 井戸所有者が個人である 場合は、 特定の個人を 識別でき る
情報である ため７ 条２ 号に該当する 。 ま た、 法人所有である
場合は、 公にする こ と によ り 、 公表さ れている 有害物質の調
査結果と 合わせる こ と で、 当該法人の事業運営上の地位その
他社会的な地位が損なわれる と 認めれる ため７ 条３ 号に該当
する 。 さ ら に、 行政機関（ 関係区市町村） の所有である 場
合、 公表さ れている 有害物質の調査結果と 合わせる こ と で、
井戸の所在する 行政施設の管理運営に際し 、 地域住民等から
無用の混乱や憶測を招き 、 当該施設の管理運営の適正な遂行
に支障を及ぼすおそれがある ため７ 条６ 号に該当する 。

2

井戸の深さ ・ 種類に関する 情報、 井戸の用途、 掘
削時期、 設置年、 取水施設（ 井戸周囲の状況、 井
戸位置図、 井戸見取図等） 及び水質（ 水温、 ｐ ｈ
値、 電気伝導度、 溶存酵素、 臭気、 色相等） に関
する 情報、 及び、 局内説明資料の非開示と し た部
分、 並びに、 メ ール文の非開示と し た部分

条例７ 条６ 号

　 公にし た場合、 既に開示さ れている 井戸の住所のブロ ッ ク
名称や、 公表さ れている 井戸の情報等と 照合する こ と で、 井
戸の所在地及び井戸の所有者を相当程度特定する こ と が可能
であり 、 その結果、 調査対象井戸の所有者が今後東京都の行
う 類似の調査に対する 協力を躊躇する こ と と なり 、 地下水の
汚染調査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある た
め。

3
井戸の所有者を除く 非開示と し た個人（ 行政機関
（ 関係区市町村） の職員、 法人の従業員等） の氏
名、 メ ールアド レ ス 及び電話番号

条例７ 条２ 号
　 個人に関する 情報で特定の個人を識別する こ と ができ る た
め。

4 東京都職員等のメ ールアド レ ス 条例７ 条６ 号
公にする こ と によ り 、 本来の業務目的以外のメ ールが送付さ
れ、 事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある 。

5 外部測定機関の計量証明書 条例７ 条６ 号

第三者の分析機関から 、 複製を制限する こ と を条件に提供さ
れている こ と から 、 公にする こ と で信頼が損なわれ今後の地
下水の汚染調査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
る ため。

6 環境ラ ボ平面図、 印影 条例７ 条４ 号

建物内部の情報は、 公にする こ と によ り 、 建物への不法な侵
入等、 犯罪を 誘発し 、 又は犯罪の実行を容易にする おそれが
ある 。 ま た、 印影は、 複写等によ り 犯罪等に利用さ れる おそ
れがある 。

7
【 地下水】 概況調査等地点回答様式「 その他参考
事項」 欄の非開示と し た部分

条例７ 条６ 号
井戸の所有者から 聴取し た内容であり 、 公にする こ と で今後
の地下水の汚染調査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
がある ため。

一部開示決定通知書（ 開示請求６ ） 　 別紙２

1

井戸の所在地（ 町名番地） 及び郵便番号並びに井
戸の所有者の氏名（ 名称） 、 住所、 電話番号及び
属性情報（ 個人、 法人、 行政機関の別など に関す
る 情報） 、 現場写真。
ま た、 水質調査依頼文書等の宛先及び測定ブロ ッ
ク 名称欄の非開示と し た部分、 並びに、 【 地下
水】 概況調査等地点回答様式「 推薦者」 欄の非開
示と し た部分、 水質調査依頼文別紙の調査予定井
戸


